
要綱 通報者（労働者） 市（通報窓口＝総務部行政課）

第6条 通報・相談

第7条

教示 権限なし

第8条 所管課特定 引き継ぎ

第9条

受理 不受理

通知

※通知を希望する場合

第10条 進捗状況の通知 調査の実施

※通知を希望する場合

調査結果の通知 調査の終了

※通知を希望する場合

第11条 教示 権限なし 権限あり

第12条 通報事実なし 通報事実あり

措置の実施

第13条 通知

※通知を希望する場合

第14条 通知

総務部長へ写しの提出 外部公益通報受付書（様式第１号）

受理・不受理の決定

外部公益通報受理・不受理通知書（様式第２号）

総務部長へ写しの提出 外部公益通報調査結果（様式第３号）

総務部長へ写しの提出 外部公益通報措置結果（様式第４号）

外部公益通報調査・措置内容通知書（様式第５号）

標準処理期間を超える場合の処理期間

権限あり

瀬戸市外部公益通報に関する取扱フロー

市（所管課）

通報等の受付

面接、書面、

電子メール、電話

通報等の内容の確認


